
一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題 

（令和７年１１月２６日） 

 

受験番号                  

  申請者（法人）名               

受験者の氏名                

 

 

 

 

 

Ⅰ．次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を

（   ）内に記入してください。 

 

問１【自動車事故報告規則】 

一般貨物自動車運送事業者は、その使用する自動車について車輪の脱

落を生じたものがあったときは、自動車事故報告書を運輸支局長等を経

由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 

                                  （      ） 

 

問２【貨物自動車運送事業法】 

貨物自動車運送事業法において「貨物利用運送」とは、一般貨物自動車

運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動

車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送（自動車

を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運

送をいう。 

                                  （      ） 

 

問３【貨物自動車運送事業法】 

事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動

車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託につい

ては、国土交通大臣に届けなければならない。 

                                  （      ） 

（注意事項） 

設問の文中には、法令の条文をそのまま引用せずに、文言等を一部省略し

ている場合があります。 



問４【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自

動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。 

                                  （      ） 

 

問５【道路運送法】 

国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持する

ため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足す

る場合に限り、貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者

に対し、運送すべき貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び

運送条件を指定して運送を命じ、又は貨物の運送の順序を定めて、これ

によるべきことを命ずることができる。 

                                  （      ） 

 

問６【労働基準法】 

この法律で「使用者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使

用される者で、賃金を支払われる者をいう。 

                                  （      ） 

 

問７【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

一般貨物自動車運送事業者等は、１週間ごとに、貨物自動車運送事業輸

送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業

用自動車の運転者に対し、適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携

行させなければならない。 

                                  （      ） 

 

問８【道路運送車両法】 

大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から１

５日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。 

                                  （      ） 

 

 

 



問９【道路交通法】 

車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は

この法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該

違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認める

ときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の

使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業

法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定

による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行

政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるとき

は当該車両等の運転者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。 

                                  （      ） 

 

問１０【貨物自動車運送事業法】 

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定め

る業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 

                                  （      ） 

 

問１１【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより

運転者に対する指導及び監督をした場合においては、その日時、場所及

び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、そ

の記録を営業所において１年間保存しなければならない。 

                                  （      ） 

問１２【貨物自動車運送事業法施行規則】 

 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法１１条の規定に

より、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送契約の当

事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運

送約款その他国土交通省令で定める事項について、一般貨物自動車運送

事業者のウェブサイトへの掲載により公衆の閲覧に供しなければならな

いが、一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有して

いたとしても、一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が２

０人以下である場合は、対象から除かれる。 

                                  （      ） 



問１３【道路運送車両法】 

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、

所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更が

あったときは、移転登録又は永久抹消登録の申請をすべき場合を除き、

その事由があった日から１５日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の

申請をしなければならない。 

                                  （      ） 

 

問１４【労働安全衛生法】 

労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受

けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行

なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯

科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受

け、その結果を事業者に口頭で伝達したときは、この限りでない。 

                                  （      ） 

 

問１５【貨物自動車運送事業法】 

事業者は、事業用自動車の車両重量を超える積載をすることとなる運

送(以下 「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を

前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者そ

の他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。 

                                  （      ） 

 

問１６【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

運行管理者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第２０条に規定する業

務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、一般貨物自動車運送

事業者等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。 

                                  （      ） 

 

 

 

 

 



問１７【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】 

事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

当該規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、本法に規定す

る手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その

他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずるこ

とができる。 

                                  （      ） 

 

問１８【道路運送車両法】 

自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又はこれらの自動車を運

行する者は、その運行の開始前及び運行の終了後において、国土交通省令

で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の

日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければ

ならない。 

                                  （      ） 

 

問１９【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員

数の事業用自動車の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておか

なければならず、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入

れられる者、２月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中

の者（１４日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）であって

はならない。 

                                  （      ） 

 

問２０【貨物自動車運送事業法】 

 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確

保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、

運送約款を変更することを命ずることができる。 

                                  （      ） 

 

 

 



問２１【道路交通法】 

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進する

ため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合に

おいては、その前方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなけれ

ばならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変

更を妨げてはならない。 

                                  （      ） 

 

問２２【道路運送法】 

国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が貨物自動車運送事業法第

３条若しくは第３５条第１項の許可を受けず、又は同法第３６条第１項の

届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営した

ときは、１年以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又

は禁止することができる。 

                                  （      ） 

問２３【貨物自動車運送事業法】 

国土交通大臣は、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から５

年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないこと

ができる。 

                                  （      ） 

 

問２４【貨物自動車運送事業法】 

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、

貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは

経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検

査させ、又は関係者に質問させることができる。 

                                  （      ） 

 

 

 

 

 

 

 



問２５【貨物自動車運送事業法】 

一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他

の一般貨物自動車運送事業者の行う運送（自動車を使用しないで貨物の運

送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。）を利用するとき

は、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業

者に対し、運送の役務の内容及びその対価等の事項を記載した書面を交付

しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運

送事業者に対し、下請代金支払遅延等防止法第３条第１項の規定による書

面の交付（同条第２項の規定により書面を交付したものとみなされた場合

を含む。）をしたときは、当該書面に記載した事項については記載するこ

とを要しない。 

                                  （      ） 

 

問２６【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】 

この基準は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を定めるこ

とにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的

とする。 

労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を

低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。 

                                  （      ） 

 

問２７【下請代金支払遅延等防止法】 

親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったとき

は、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の

場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日）から起算し

て６０日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に

応じ、当該下請代金に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を

遅延利息として支払わなければならない。 

                                  （      ） 

 

 

 

 



Ⅱ．次の問２８から問３０の文章の指示に従って、設問に答えてください。 

問２８（法人の合併又は分割の認可の申請）【貨物自動車運送事業法施行規則】 

事業者たる法人の合併又は分割の認可申請書に記載しなければならな

い事項として誤っているものを、次の①～③の中から１つ選び、（ ）内

に記入しなさい。 

① 合併又は分割を必要とする理由 

② 合併又は分割の方法及び条件 

③ 合併又は分割の契約した日 

                                  （      ） 

 

問２９【貨物自動車運送事業報告規則】 

貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、

設定又は変更後何日以内に届出書を提出しなければならないと規定され

ているか、正しいものを次の①～③の中から１つ選び、（  ）内に記入

してください。 

① ３０日以内 

② ６０日以内 

③ ９０日以内 

                                （      ） 

 

問３０【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】 

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者を使用する場合

は、拘束時間及び休息期間として定められているもののうち、次の①、②

について、正しいものには○を、誤っているものには×を（ ）内に記入

しなさい。（完全解答式） 

 

① 勤務終了後、継続１０時間以上の休息期間を与えるよう努めることを

基本とする。 

                                  （      ） 

 

② １日についての拘束時間は、１３時間を超えないものとし、当該拘束

時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は１８時間とすること。 

                                  （      ） 



一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題 

（令和７年１１月２６日） 

 

受験番号                  

  申請者（法人）名               

受験者の氏名                

 

 

 

 

 

Ⅰ．次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を

（   ）内に記入してください。 

 

問１（定義）【自動車事故報告規則】 

一般貨物自動車運送事業者は、その使用する自動車について車輪の脱

落を生じたものがあったときは、自動車事故報告書を運輸支局長等を経

由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 

（第２条）                              （   ○   ） 

 

問２（定義）【貨物自動車運送事業法】 

貨物自動車運送事業法において「貨物利用運送」とは、一般貨物自動車

運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動

車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送（自動車

を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運

送をいう。 

（第２条第７項）        貨物利用運送→貨物自動車利用運送（   ×   ） 

 

問３（輸送の安全に関する業務の管理の受委託）【貨物自動車運送事業法】 

事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動

車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託につい

ては、国土交通大臣に届けなければならない。 

（第２９条）                     届出→許可（   ×   ） 

（注意事項） 

設問の文中には、法令の条文をそのまま引用せずに、文言等を一部省略し

ている場合があります。 



問４（点検等のための施設）【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自

動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。 

（第３条の４）                         （   ○   ） 

 

問５（運送に関する命令）【道路運送法】 

国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持する

ため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足す

る場合に限り、貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者

に対し、運送すべき貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び

運送条件を指定して運送を命じ、又は貨物の運送の順序を定めて、これ

によるべきことを命ずることができる。 

（第８４条第１項）                       （   ○   ） 

 

問６（定義）【労働基準法】 

この法律で「使用者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に

使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 

（第９条）                    使用者→労働者（   ×   ） 

 

問７（運行指示書による指示等）【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

一般貨物自動車運送事業者等は、１週間ごとに、貨物自動車運送事業輸

送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業

用自動車の運転者に対し、適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携

行させなければならない。 

（第９条の３第１項）  第７条第３項に規定する業務を含む運行ごと（   ×   ） 

 

問８（選任届）【道路運送車両法】 

大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から１

５日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。 

（第５２条）                          （   ○   ） 

 

 

 



問９（使用者に対する通知）【道路交通法】 

車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は

この法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該

違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認める

ときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の

使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業

法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定

による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行

政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるとき

は当該車両等の運転者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

（第１０８条の３４） 当該車両等の運転者に対し→当該車両等の使用者に対し（   ×   ） 

 

問１０（運行管理者等の業務）【貨物自動車運送事業法】 

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定め

る業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 

（第２０条第２項）                       （   〇   ） 

 

問１１（従業員に対する指導及び監督）【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより

運転者に対する指導及び監督をした場合においては、その日時、場所及

び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、そ

の記録を営業所において１年間保存しなければならない。 

（第１０条第１項）                １年間→３年間（   ×   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１２（公衆の閲覧に供することを要しない場合）【貨物自動車運送事業法施行規則】 

 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法１１条の規定に

より、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送契約の当

事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運

送約款その他国土交通省令で定める事項について、一般貨物自動車運送

事業者のウェブサイトへの掲載により公衆の閲覧に供しなければならな

いが、一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有して

いたとしても、一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が２

０人以下である場合は、対象から除かれる。 

（第１３条の２）                        （   ○   ） 

 

問１３（変更登録）【道路運送車両法】 

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、

所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更が

あったときは、移転登録又は永久抹消登録の申請をすべき場合を除き、

その事由があった日から１５日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の

申請をしなければならない。 

（第１２条）                          （  〇  ） 

 

問１４（健康診断）【労働安全衛生法】 

労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受

けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行

なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯

科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受

け、その結果を事業者に口頭で伝達したときは、この限りでない。 

（第６６条第５項）    口頭で伝達→証明する書面を事業者に提出（   ×   ） 

 

 

 

 

 

 



問１５（輸送の安全）【貨物自動車運送事業法】 

事業者は、事業用自動車の車両重量を超える積載をすることとなる運

送(以下 「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を

前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者そ

の他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。 

（第１５条第３項）             車両重量→最大積載量（   ×   ） 

 

問１６（運行管理者の指導及び監督）【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

運行管理者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第２０条に規定する

業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、一般貨物自動車運

送事業者等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。 

（第２２条） 「運行管理者」と「一般貨物自動車運送事業者等」が逆（   ×   ） 

 

問１７【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】 

事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

当該規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、本法に規定す

る手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その

他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずるこ

とができる。 

（第３条、第７条第１項）                  （   ○   ） 

 

問１８（日常点検整備）【道路運送車両法】 

自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又はこれらの自動車を運

行する者は、その運行の開始前及び運行の終了後において、国土交通省令

で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の

日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければ

ならない。 

（第４７条の２第２項）          「及び運行の終了後」は誤り（   ×   ） 

 

 

 

 

 



問１９（過労運転等の防止）【貨物自動車運送事業輸送安全規則】 

一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員

数の事業用自動車の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておか

なければならず、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入

れられる者、２月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中

の者（１４日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）であって

はならない。 

（第３条第１項、第２項）                      （   ○   ） 

 

問２０（事業改善の命令）【貨物自動車運送事業法】 

 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確

保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、

運送約款を変更することを命ずることができる。 

（第２７条第２項）                         （   ○   ） 

 

問２１（乗合自動車の発進の保護）【道路交通法】 

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進する

ため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合に

おいては、その前方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなけれ

ばならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変

更を妨げてはならない。 

（第３１条の２）                     前方→後方（   ×   ） 

 

問２２（使用の制限及び禁止）【道路運送法】 

国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が貨物自動車運送事業法第

３条若しくは第３５条第１項の許可を受けず、又は同法第３６条第１項の

届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営した

ときは、１年以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又

は禁止することができる。 

（第８１条）                       １年→６月（   ×   ） 

 

 

 

 



問２３（運行管理者資格者証）【貨物自動車運送事業法】 

国土交通大臣は、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から５

年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないこと

ができる。 

（第１７条第２項）                         （   ○   ） 

 

問２４（報告の徴収及び立入検査）【貨物自動車運送事業法】 

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、

貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは

経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検

査させ、又は関係者に質問させることができる。 

（第６０条第４項）                         （   ○   ） 

 

問２５（他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置）

【貨物自動車運送事業法】 

一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他

の一般貨物自動車運送事業者の行う運送（自動車を使用しないで貨物の運

送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。）を利用するとき

は、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業

者に対し、運送の役務の内容及びその対価等の事項を記載した書面を交付

しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運

送事業者に対し、下請代金支払遅延等防止法第３条第１項の規定による書

面の交付（同条第２項の規定により書面を交付したものとみなされた場合

を含む。）をしたときは、当該書面に記載した事項については記載するこ

とを要しない。 

（第２４条第２項）                         （   ○   ） 

 

 

 

 

 

 

 



問２６（目的等）【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】 

この基準は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を定めるこ

とにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的

とする。 

労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を

低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。

（第１条）                             （   ○   ） 

 

問２７（遅延利息）【下請代金支払遅延等防止法】 

親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったとき

は、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の

場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日）から起算し

て６０日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に

応じ、当該下請代金に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を

遅延利息として支払わなければならない。 

（第４条の２）              当該下請代金→当該未払金額（   ×   ） 

 

 

Ⅱ．次の問２８から問３０の文章の指示に従って、設問に答えてください。 

問２８（法人の合併又は分割の認可の申請）【貨物自動車運送事業法施行規則】 

事業者たる法人の合併又は分割の認可申請書に記載しなければならな

い事項として誤っているものを、次の①～③の中から１つ選び、（ ）内

に記入しなさい。 

① 合併又は分割を必要とする理由 

② 合併又は分割の方法及び条件 

③ 合併又は分割の契約した日 

（第１８条第１項）                         （   ③   ） 

 

 

 

 

 

 



問２９（運賃及び料金の届出）【貨物自動車運送事業報告規則】 

貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、

設定又は変更後何日以内に届出書を提出しなければならないと規定され

ているか、正しいものを次の①～③の中から１つ選び、（  ）内に記入

してください。 

① ３０日以内 

② ６０日以内 

③ ９０日以内 

（第２条の２）                          （   ①   ） 

 

問３０（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等） 

【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】 

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者を使用する場合

は、拘束時間及び休息期間として定められているもののうち、次の①、②

について、正しいものには○を、誤っているものには×を（ ）内に記入

しなさい。（完全解答式） 

 

① 勤務終了後、継続１０時間以上の休息期間を与えるよう努めることを

基本とする。 

 １０時間→１１時間（   ×   ） 

 

② １日についての拘束時間は、１３時間を超えないものとし、当該拘束

時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は１８時間とすること。 

 

１８時間→１５時間（   ×   ） 

（第４条） 



単位：人

※「受験者数」は欠席者を含む。

一般貨物自動車運送事業経営許可申請等に伴う法令試験の受験者数及び合格者数

R7.11.26

令和７年１１月２６日に行いました貨物自動車運送事業法令試験の合格者は以下のとおりです。

合格者数 3

受験者数 15


